
こんなハガキ届いていませんか…？

～裏面に続く～

ハガキによる詐欺手口を紹介
（第四弾）



これはあなたを狙う架空請求のハガキです。
． ． ． ．

鳥取県下で、「このハガキが届いた」との多数の情報を得ており、智頭警
察署でも、同様の相談を受理しています。
また、全国的には、このハガキによる被害も発生しています。
【ハガキの特徴】

「民事訴訟として訴状が提出された」、「連絡なき場合、差し押
さえを強制的に履行」等とあたかも本当に裁判が行われ、財産を
差し押さえると脅かしてきます。

「取り下げ最終期日」としてハガキが届いた日から差し迫った
日付を指定して、こちらを焦らせ、冷静に判断できないうちにお
金を払わせようとしてきます。

なお、この種のハガキについては、法務省やその他相談窓口でも注意喚起
がなされています。

本年５月以降、「少額消費料金未納に関する訴訟最終告知のお知らせ」
「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」などと題し、「民事
訴訟の取り下げの相談に乗る」等と書かれたはがきが送付されていると
の情報が法務省に多数寄せられており、今般、実際に被害が発生したこ
とが確認されました。
差出人は、「法務省管轄支局国民訴訟通達センター」、「法務省管轄支

局民事訴訟管理センター」、「法務省管轄支局訴訟管理事務局センター」
などと記載されていますが、これらの団体と法務省とは一切関係があり
ません。（参照：法務省ホームページ「法務省の名称等を不正に使用した架空請求に
より被害が発生しています」、www.moj.go.jp/hisho/kouhou/kaku01.html）

① 身に覚えのない話は信用しない！
もし、ハガキが家族宛てのものであっても、聞くのが怖いかもしれま

せんが、家族を信用してこのような事実があるかきちんと確認しましょ
う！

② 絶対に相手方に電話をしない！
身に覚えのないことだからこそ電話で確認してみたくなるもの…。し

かし、このような手口のものは、事実ではないと思って電話しても、相
手の上手い口車に乗せられてしまい、本当にこのような訴訟が行われる
ものと信じさせられてしまうことになります。

そして、一番大切なのが…
③ まずは相談！

相談の相手は、家族、消費者センター等の機関、警察でもどこでも構
いません！とにかく一歩立ち止まって考えることが大切です。

いかがでしたか。みなさんの大切な財産を守るために
も、みなさんの心が傷付かないためにも、「騙されない
ためのポイント」を実行していきましょう。
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